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凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 年年会費 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から

会
議
、
講
演
会
等
に
手
話
通
訳
等
を
希
望
す
る
方
は
開
催
1
週
間
前
ま
で
に
各
問
い
合
わ
せ
先
、
ま
た
は
下
記
フ
ァ
ク
ス
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
Fax（
5
2
1
）2
6
5
3

　将来世代に施設を引き継ぐため、学校や図書館、学習館等の地
域にある公共施設の再編（建替え・改修等）を検討します。
▶第二中学校圏域＝時９月14日㈯午後２時～４	時場健康会館
▶第三中学校圏域＝時９月21日㈯午後２時～４	時場第三小学校
▶第五中学校圏域＝時９月21日㈯午前10時～正	午場第五中学校
　傍聴を希望する方は、開催の３日前までに行政経営課に電話で
申し込んでください。
●ワークショップ参加者追加募集　▶対象＝▷第二中学校圏域
〔曙町、高松町、緑町、栄町南部（１～４丁目）〕▷第三中学校圏域
〔錦町、羽衣町〕▷第五中学校圏域〔砂川町（１～４丁目、８丁目）、
上砂町、一番町（１丁目）▶募集人数＝各圏域若干名（保育あり、
１歳～学齢前。記念品あり）▶応募方法＝10月18日㈮〔必着〕まで
に、市役所や地域学習館等で配布する申込用紙（市ホームページ
からダウンロードも可）を、直接、または郵送、ファクス、Eメー
ルで行政経営課（市役所２階43番窓口）内線2702Fax（521）2653
e g-keiei@city.tachikawa.lg.jpへ

す
。
ま
た
、
一
時
滞
在
施
設
閉
鎖
後

は
、
広
域
応
援
要
請
を
行
っ
た
場
合

の
応
援
受
入
施
設
と
し
て
使
用
し
ま

す
。

問
防
災
課
・
内
線
２
５
３
５

横
田
基
地
日
米
友
好
祭

安
全
対
策
を
要
請

　

9
月
14
日（
土
）・
15
日（
日
）に
、

「
横
田
基
地
日
米
友
好
祭
」が
開
催
さ

れ
ま
す
。
市
は
、
曲
技
飛
行
な
ど
の

危
険
な
飛
行
の
自
粛
、
騒
音
の
低
減
、

交
通
対
策
な
ど
に
万
全
を
期
す
よ
う
、

 「
横
田
基
地
に
関
す
る
東
京
都
と
周
辺

市
町
連
絡
協
議
会
」
を
通
じ
て
、
在

日
米
軍
と
北
関
東
防
衛
局
長
等
に
要

請
し
ま
し
た
。

問
企
画
政
策
課
・
内
線
2
6
9
1

「
立
川
都
市
計
画
道
路
3
・

3
・
30
号
立
川
東
大
和
線
建

設
事
業
」
環
境
影
響
評
価
書

案
に
係
る
見
解
書
の
縦
覧
等

●
縦
覧　

時
9
月
12
日（
木
）〜
10
月

1
日（
火
）、
午
前
9
時
30
分
〜
午
後

4
時
30
分（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く
）場
市
環
境
対
策
課（
市
役
所

2
階
79
番
窓
口
）、
都
多
摩
環
境
事

務
所
管
理
課（
錦
町
）

●
閲
覧　

時
9
月
12
日（
木
）〜
10
月

1
日（
火
）、
午
前
9
時
30
分
〜
午
後

4
時
30
分〔
9
月
23
日（
月
・
祝
）を

除
く
〕場
高
松
学
習
館

●
都
民
の
意
見
を
聴
く
会　

公
述
人

の
申
し
出
が
な
い
場
合
は
中
止
で
す

時
10
月
29
日（
火
）午
前
10
時
か
ら

（
午
前
9
時
30
分
か
ら
傍
聴
券
を
配

布
）場
錦
学
習
館

●
都
民
の
意
見
を
聴
く
会
の
公
述
人

募
集　

1
人
15
分
以
内
で
環
境
保
全

の
見
地
か
ら
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
定
25
人
程
度（
抽
選
）申
事

市
議
会
定
例
会

９
月
13
日（
金
）か
ら
開
会

　

令
和
元
年
第
3
回
市
議
会
定
例
会

が
9
月
13
日（
金
）〜
10
月
18
日（
金
）

の
会
期
で
開
か
れ
る
予
定
で
す
。

　

会
議
日
程
は
▼
9
月
13
日（
金
）・

19
日（
木
）・
20
日（
金
）、
24
日（
火
）

〜
26
日（
木
）＝
本
会
議（
所
信
表
明

に
対
す
る
質
疑
、
一
般
質
問
、
議

案
審
議
な
ど
）▼
27
日（
金
）、
30
日

（
月
）〜
10
月
2
日（
水
）＝
決
算
特
別

委
員
会
▼
4
日（
金
）＝
総
務
委
員
会

▼
7
日（
月
）＝
環
境
建
設
委
員
会
▼

8
日（
火
）＝
厚
生
産
業
委
員
会
▼
9

日（
水
）＝
文
教
委
員
会
▼
11
日（
金
）

＝
議
会
改
革
特
別
委
員
会
▼
16
日

（
水
）＝
議
会
運
営
委
員
会
▼
18
日

（
金
）＝
本
会
議（
議
案
審
議
な
ど
）の

予
定
で
す
。

　

市
議
会
は
ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き

ま
す
。
傍
聴
を
希
望
す
る
方
は
、
会

議
当
日
に
直
接
、
市
役
所
3
階
の
▼

第
４
次
住
宅
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
検
討
委
員
会
市
民
委
員
を

募
集

　

市
の
住
宅
行
政
を
総
合
的
に
推
進

す
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
案
を
検

討
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
9
月
30
日
現
在
、
20
歳
以

上
で
市
内
に
引
き
続
き
3
か
月
以
上

在
住
し
、
平
日
昼
間
の
会
議（
年
5

回
程
度
を
予
定
）に
出
席
で
き
る
方

▼
任
期
＝
11
月
〜
令
和
3
年
3
月
▼

報
酬
＝
市
の
規
定
に
よ
る
▼
募
集
人

数
＝
2
人（
選
考
）▼
応
募
方
法
＝
9

月
30
日（
月
）〔
必
着
〕ま
で
に
、
住
所
、

氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号
、
職
業
、

「
住
宅
お
よ
び
住
環
境
に
つ
い
て
思

う
こ
と
」（
8
0
0
字
程
度
）を
書
い

て
、
直
接
、
ま
た
は
郵
送
、
フ
ァ
ク

ス
、
E
メ
ー
ル
で
住
宅
課
住
宅
相
談

係（
市
役
所
2
階
53
番
窓
口
）内
線
２

５
６
２
Fax（
５
２
８
）４
３
３
３
eju

taku@
city.tachikaw

a.lg.jp

へ

本
会
議
＝
議
場
受
付
▼
委
員
会
＝
議

会
事
務
局
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
議
会
事
務
局
・
内
線
3
3
2
1

教
育
委
員
候
補
者
を
募
集

　

教
育
委
員
会
は
、
市
の
教
育
行
政

全
般
に
関
わ
る
基
本
方
針
や
施
策
な

ど
に
つ
い
て
審
議
し
、
意
思
決
定
を

行
う
合
議
制
の
執
行
機
関
で
す
。
こ

の
た
び
、
教
育
委
員
の
任
期
満
了
に

伴
い
、
一
般
公
募
委
員
の
候
補
者
を

募
集
し
ま
す
。

　

応
募
方
法
等
く
わ
し
く
は
、
市
役

所〔
人
事
課（
2
階
52
番
窓
口
）、
教

育
総
務
課（
2
階
63
番
窓
口
）〕と
窓

口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
配
布
す
る

募
集
案
内（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

▼
対
象
＝
次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満

た
す
方
▽
都
内
に
住
所
を
有
す
る
▽

10
月
1
日
現
在
、
25
歳
以
上
▽
人
格

が
高
潔
で
、
教
育
、
学
術
、
文
化
に

関
し
識
見
を
有
す
る
▼
募
集
人
数
＝

1
人（
選
考
）▼
応
募
期
限
＝
10
月
1

日（
火
）

問
人
事
課
人
事
係
・
内
線
2
5
7
3

立
川
拘
置
所
と
防
災
協
定
を

締
結

　

市
は
、
立

川
拘
置
所
と

「
災
害
発
生

時
等
に
お
け

る
相
互
協
力

に
関
す
る
協

定
」
を
締
結

し
ま
し
た
。

　

こ
の
協
定
は
、
首
都
直
下
地
震
等

が
発
生
し
た
場
合
に
帰
宅
困
難
者
を

一
時
的
に
受
け
入
れ
る
施
設
と
し
て

拘
置
所
を
使
用
す
る
と
い
う
も
の
で

業
名
、
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
は
、
名
称
、

代
表
者
の
氏
名
、
都
内
に
あ
る
事
務

所
・
事
業
所
の
所
在
地
）、
環
境
保

全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
書
い
て
、

9
月
18
日（
水
）〜
10
月
2
日（
水
）

〔
消
印
有
効
〕に
直
接
、
ま
た
は
郵
送

で
東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策

課（
〒
1
6
3
─8
0
0
1
新
宿
区
西

新
宿
2
─8
─1
）へ

問
東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策

課
☎
0
3（
5
3
8
8
）3
4
5
3

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制

度
が
始
ま
り
ま
す

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公

的
年
金
等
の
収
入
や
所
得
額
が
一
定

基
準
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を

支
援
す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ

し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提
出
が

必
要
で
す
。
案
内
や
手
続
き
は
、
日

本
年
金
機
構（
年
金
事
務
所
）が
実
施

し
ま
す
。

●
対
象　

▼
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
＝
次
の
要
件
を
す
べ
て

満
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
▽

65
歳
以
上
▽
世
帯
全
員
が
市
民
税
が

非
課
税
▽
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所

得
税
額
の
合
計
が
約
88
万
円
以
下
▼

障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
る
方
＝
前
年
の
所
得
額

が
約
4
6
2
万
円
以
下　

●
請
求
手
続
き　

▼
平
成
31
年
4
月

1
日
以
前
か
ら
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方
＝
9
月
上
旬
以
降
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
請
求
手
続
き
の
案
内
が
届

き
ま
す
。
同
封
の
は
が
き（
年
金
生

活
者
支
援
給
付
金
請
求
書
）を
投
函

し
て
く
だ
さ
い
▼
平
成
31
年
4
月
2

日
以
降
に
年
金
を
受
給
し
始
め
た
方

＝
年
金
請
求
と
併
せ
て
年
金
事
務
所

で
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

　

日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
が

手
数
料
を
要
求
す
る
こ
と
、
口
座
番

号
を
お
聞
き
す
る
こ
と
な
ど
は
あ
り

ま
せ
ん
。
不
審
な
電
話
や
案
内
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

問
日
本
年
金
機
構
「
年
金
生
活
者
支

援
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」
☎
0
5

7
0（
0
5
）4
0
9
2
、
日
本
年
金

機
構
立
川
年
金
事
務
所
☎（
5
2
3
）

0
3
5
2

公
開
す
る
会
議
日
程

　

い
ず
れ
も
直
接
会
場
へ（
先
着
順
）。

●
農
業
委
員
会
総
会　

時
9
月
25
日

（
水
）午
後
3
時
か
ら
場
市
役
所
2
階

208
・
209
会
議
室
定
4
人
問
農
業
委
員

会
事
務
局
・
内
線
2
6
5
4

●
男
女
平
等
参
画
推
進
審
議
会　

時

9
月
27
日（
金
）午
後
6
時
30
分
か
ら

場
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
5
階
第
2
学

習
室
定
3
人
問
男
女
平
等
参
画
課
☎

（
5
2
8
）6
8
0
1

●
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
解
消
推

進
ま
ち
づ
く
り
協
議
会　

時
10
月
4

日（
金
）午
後
1
時
30
分
か
ら
場
市
役

所
2
階
208
・
209
会
議
室
定
5
人
問
障

害
福
祉
課
・
内
線
1
5
2
0
Fax（
５
２

９
）８
６
７
６
eshougaifukushi

@
city.tachikaw

a.lg.jp

地域施設再編ワークショップ第２回

納付書裏面等に記載の場所で納付してくだ
さい問国民健康保険料＝保険年金課賦課
係・内線1416、後期高齢者医療保険料＝
保険年金課賦課係・内線1406、介護保険
料＝介護保険課介護保険料係・内線1446

▷国民健康保険料第3期分▷後期高齢
者医療保険料第3期分▷介護保険料第
3期分

9月30日月
今月の
納期

凡例：対対象 時日時 場場所 師講師 費費用（記載がないものは無料） 入入会金 年年会費 月月会費 定定員 保保育 持持ち物 申申し込み（記載がないものは午前8時30分から


